
菅平セミナーハウス号をご利用いただき有り難うございます。

下記ご利用案内はお申し込みの前に必ずお読みください。

○乗車運賃 お１人様　　６，０００円（片道利用） *往復割引はございません。
（上記費用に含まれるもの：貸切バス代、有料道路代、乗務員費用、諸税）

○募集人員 各運行日 25名 （募集人員を超えた場合、増車することがあります。）

○最少催行人員 各運行日 16名 （最少催行人員に満たない場合は催行中止となります。）

　 （催行中止の場合、出発日の８日前迄にご連絡致します。）

○取消料

○運行日 8月01日(水)～9月19日（水)　　随　意　運　行

○行　程

※往路・復路ともに1回以上の休憩時間を確保いたします。

※往路につきましては、途中　昼食休憩の時間を確保いたします。

●発着予定時間（定時運行となります。）
※出発時間の１５分前迄にご集合下さい。バスは定時に出発しますのでお乗り遅れのないようご注意ください。
※往路・復路ともに和泉キャンパスでの乗下車が無い場合は、直行となります。
［大学発：リバティータワー前０９：00発～和泉ｷｬﾝﾊﾟｽ前10：00発～菅平セミナーハウス前］
［菅平発：セミナーハウス前13：00発～和泉キャンパス前～リバティータワー前］

○お申込み ◆出発日の２１日前までに、申込金（総額の２０％）を添えて、下記の窓口にご来店の上、
　お申込み下さい。

駿河台ｷｬﾝﾊﾟｽ　駿河台ｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ
和泉ｷｬﾝﾊﾟｽ　　和泉ｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ
生田ｷｬﾝﾊﾟｽ　　生田ｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ
中野ｷｬﾝﾊﾟｽ　　中野ｷｬﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄ

  ［お申込金　お１人様］

　旅行代金の３０％

　企画旅行契約）によります。

［個人情報の取扱いについて］

　◆旅行企画・実施 株式会社明大サポート 東京都知事登録旅行業第２－５２０９号

〒１０１－８３０１　東京都千代田区神田駿河台１－１　明治大学大学会館地下１階
TEL　０３－５２８２－３９２３　　FAX　０３－５２８２－３９２４ 総合旅行業務取扱管理者　　橘川　正巳

※ 夏季休業中,お申し出があり,最小催行人員に達した場合のみ手配・運行をいたします。

2018年度

10～8日前２０％ 7～２日前３０％ 前日　４０％ 当日　５０％ 開始後・無連絡100％

往路 リバティータワー～和泉ｷｬﾝﾊﾟｽ～首都高速～関越道～上信越道～菅平セミナーハウス

復路 菅平セミナーハウス～上信越道～関越道～首都高速～和泉ｷｬﾝﾊﾟｽ～リバティータワー

TEL 03-5282-3923　  FAX 03-5282-3924

TEL 03-5301-0461　  FAX 03-5301-0462

TEL 044-935-2324　  FAX 044-931-5350

お申込みの際には、必ずこのご旅行条件をお読み下さい。（要約）
※本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

１．募集型企画旅行契約   ①旅行契約内容に以下例示する重要な変更が行われたとき。 　　官庁の命令その他の事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

TEL 03-5318-3166　  FAX 03-5318-3167

(1)この旅行は、㈱明大サポート（以下「当社」といいます）が企画・募集し、     ｲ 旅行開始日又は終了日の変更　ﾛ 目的地の変更　ﾊ 運送機関の (5)当社が前号(1)､(3)により旅行契約を解除したときは、お客様の求め

実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画 　　　変更 　　に応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし、出発地

旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。 　②旅行代金が増額されたとき。 　　に戻るための旅行に要する費用はお客様の負担とします。

(2)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領 　③天災地変、戦乱、暴動、運送機関の旅行サービス提供の中止、公 ８．特別補償

した時に成立するものとします。 　　官庁の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不 (1)当社は旅行業約款特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中

旅行代金 6,000円 　　可能となり、又は不可能となるおそれが大きいとき。 　　に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物

お申込金 1,200円 　④当社が旅行開始日前日までに確定書面を交付しなかったとき。 　　に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び

２．旅行代金のお支払い 　⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に 　　見舞金を支払います。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前 　　従った旅行の実施が不可能になったとき。 (2)お客様が当該旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、疾病

にお支払いいただきます。 ７．当社からの旅行契約の解除 　　等による場合、当社は補償金、見舞金を支払いません。

３．旅行代金に含まれるもの (1)お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われない ９．最少催行人員

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、通行料、その他諸経費及 　　とき、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除され 　　各出発日とも16名です。

び消費税等の諸税。 　　たものといたします。 10．お客様の責任

４．旅行内容・代金の変更 (2)当社は前号により旅行契約を解除したときは、既に収受している申込 　　当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する

著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用 　　金から取消料に準ずる違約料を差し引いて払戻しいたします。 　　行為により当社が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を

する運送機関の運賃・料金の改正があった場合は旅行代金を変更する (3)当社は次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して旅行代金 　　申し受けます

ことがあります。 　　の全額を払戻します。 11．旅行条件・旅行代金の基準

５．お客様の交代 　①お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他 　　この旅行条件は2014年7月1日を基準としています。又、旅行代金

旅行のお申込み後、当社が承諾した場合に限り別の方に交代できます。 　　の参加旅行者の条件をみたしていないことが判明したとき。 　　は2014年7月1日現在有効な運賃・規則を基準としています。

６．取消料（お客様からの旅行契約の解除） 　②お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認 12．その他

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額 　　められるとき。 (1)記載された予定時刻は、道路状況、事故、渋滞等により変更となる

を取消料として申し受けます。 　③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施 　　場合がありますのであらかじめご了承下さい。

契約解除の日 取消料 　　を妨げるおそれがあるとき。 (2)ご出発の人数により、小型又は中型のバスとなる場合があります。

 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１０日目以降 　旅行代金の２０％ 　④参加者の人数が契約書面に記載した最少催行人員に達していな (3)この旅行は個人旅行となりますので、添乗員は同行いたしません。

 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目以降 　　かったとき。 ※この旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型

 旅行開始日前日 　旅行代金の４０％ (4)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に

 旅行開始日当日 　旅行代金の５０％ 　理由を説明して旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行

 旅行開始後または無連絡不参加 　旅行代金の１００％ 　代金のうち、お客様が未だにその提供を受けていない旅行サービス 弊社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報に

(1)取消受付時間は申込箇所の営業時間内となります。 　に係わる部分を払戻します。 ついて、お客様との連絡に利用させて頂く他、お客様がお申込みいた

(2)お客様のご都合で出発日の変更・人員減をされる場合も取消料の 　①お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 だいた旅行において運送機関などの提供するサービスの手配及びそ

なく旅行契約を解除することができます。 　③天災地変、戦乱、暴動、運送機関の旅行サービス提供の中止、公 をご参照下さい。

対象となります。 　②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための団体行動の規律 れらの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。

(3)お客様は以下の場合においては、旅行開始前に取消料を支払うこと 　　を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 尚、当社の名称及び個人情報の管理者については当社ホームページ


